
 

 

（アイビス北谷保育園）重要事項説明書  
 

１．事業所の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  一般社団法人あいくる  

事業者の所在地  沖縄県国頭郡金武町屋嘉 253 番地  

事業者の連絡先  098-965-5880 

代表者氏名  代表理事 久手堅  公子  

 

（２）事業所の概要  

種別  小規模保育（Ａ型）  

名称  アイビス北谷保育園  

所在地  沖縄県中頭郡北谷町字吉原 464 番地 4 

連絡先  
事業所の電話番号   :098-989-3808 

事業所のＦＡＸ番号 :098-989-3809 

施設長氏名  園長 徳田  啓樹  

開設年月日  2021 年 4 月 1 日  

利用定員  （３号）  
０歳児  １歳児  ２歳児  合計  

6   人  6   人  7   人  19   人  

事業の目的及び  

運営の方針  

当園は、保育を必要とする乳幼児及び乳児を日々受け入れ、保

育事業を行うことを目的とする。  

・当園は、保育提供に当たっては、入園する乳幼児及び乳児（以

下「園児」という。）の最善の利益を配慮し、その福祉を積極

的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよ

うに努めるものとする。  

・登園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密

な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教

育を一体的に行うものとする。  

・当園は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連

携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育

て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。  

・当園は、基準条例、その他の関係法令を遵守し、事業を実施

するものとする。  



 

 

 

（３）施設の概要  

敷地  
敷地全体   195.69  ㎡  

園庭２F デッキ  27.20  ㎡  

園舎  
構造  RC 造２階建て  

延べ面積  137.29  ㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

乳児室  １ 室   すみれ組：０歳児クラス  

ほふく室  １ 室   ユリ組：１歳児クラス  

保育室  １ 室   コスモス組：２歳児クラス  

一時預かり室  １ 室   

調理室  １ 室   

 幼児トイレ  ２ 室   

 WC １ 室   

玄関ホール  １ 室   

 

（５）職員体制  

職種  員数  常勤  非常勤  職務の内容  

施設長、園長  １人   １人   ０人  
施設長は、保育の質の向上、職員の資質

の向上に取組むとともに、職員の管理及

び業務の管理を一元的に行う。  

主任保育士  １人   １人  ０人  
主任保育士は、施設長を補佐するととも

に、計画の立案や利用子どもの保護者か

らの育児相談及び保育内容について他の

職員を統括する。  

保育士  ５人   ４人   ２人  
保育士は、保育課程及び指導計画の立案

をし、その課程及び計画に基づきすべて

の子どもが安定した生活を送り、充実し

た活動ができるよう保育を行う。  

保育補助者  １人  １人   ０人  保育補助者は、保育士の職務を助ける。  
 

事務職員  １人  １人   ０人  事務職員は、当園の事務を行う。  
 

調理員  １人  １人  ０人  調理員は、献立に基づく調理業務及び食

育に関する活動を行う。  

看護師  １人  １人  ０人  看護師は、子どもの健康管理と登園全般

の衛生管理を行う。  

 

  



 

 

（６）利用定員ごとの特定地域型保育の提供する曜日等  

【３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  
保育標準時間  午前  ７時００分～午後１８時００分（１１時間） 

保育短時間  午前  ８時００分～午後１６時００分（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  午後１８時００分〜午後１９時００分（１時間）  

保育短時間  
朝：  ７時００分～  ８時００分   

夕：１６時００分～１９時００分  

開所時間  
月～金曜日  午前  ７時００分～午後１９時００分  

土曜日  午前  ７時００分～午後１９時００分  

休業日  

日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

慰霊の日（６月２３日）  

 

（７）利用料等  

当園は、北谷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の規定により、利用子どもの居住する市町村が定める額の利用者負担額

を利用子どもの保護者から徴収する。  

当園は、北谷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の規定により、別表 1 に掲げる実費を徴収する。  

 

（８）支払方法  

毎月２０日当月分口座振替（２０日が土日祝の場合は、翌営業日）  

 



 

 

（９）提供する特定地域型保育の内容  
当園は、保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号）に基づき、以下に掲げ

る保育その他の弁宣の提供を行う。  
・特定地域型保育（子ども子育て支援法第２９条第１項に規定する特定地域型保育をい

う。以下同じ。）支給認定を受けた保護者（以下「支給認定保護者という。」に対し、当

該支給認定における保育必要量（第２０条第３項に規定する保育必要量をいう。以下同

じ）の範囲内において保育を提供する。  
・延長保育  
 やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とす

る場合は、当該支給認定に係る園児に対し、第８条に規定する時間の範囲内において、

子ども子育て支援法第５９条第１項第２号に規定する延長保育を提供する。  
・食事の提供  
 自園調理により食事の提供を行う。  

 

（１０）年間行事予定  

月  行事内容  

４月  入園式、進級式  

５月  内科検診、歯科検診  

６月  保育参観、懇談会、プール開き  

７月  七夕集会  

８月   お月見集会  

９月  敬老の集い  

１０月  運動会、内科検診、  

１１月  園外保育、防火教室  

１２月  もちつき会、クリスマス会  

１月  歯科検診  

２月  節分豆まき、ひな祭り会  

３月  お楽しみ遠足、お別れ会、卒園式  

 

  



 

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の内定  市の利用調整による  

利用決定  利用契約書の締結による  

利用の開始に関する事項  

当園は、市町村から特定地域型保育の実施について要請を受けた

時は、次に掲げる場合を除き、これに応じるものとする。  

当園は、特定地域型保育の提供開始に際し、あらかじめ、利用申

し込みを行った支給認定保護者に対し、当該運営規定の概要、職員

の勤務体制その他の事業者の選択に資すると認められる重要事項

を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について同意

を得るものとする。  

利用の終了に関する事項  

当園は、以下の場合には特定地域型保育の提供を終了するものと

する。  
・園児が法第１９条第１項第２号の子ども（保育を必要とする３

歳以上の小学校就学前子ども。以下「２号認定子ども」とい

う。）となったとき（ただし、２号認定子どもとなった年度の３

月３１日までは保育を提供する。）  
・支給認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったと

き  
・その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき  

退園理由  

 ２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。） 

 保護者から退園の申出があったとき  

 利用継続が不可能であると市が認めたとき  

その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

 

（１２）嘱託医  

医療機関の名称   医療法人彩の会  やびく産婦人科・小児科  

医院長名   屋比久  武  

所在地   沖縄県中頭郡北谷町字砂辺 306 番地  

電話番号   ０９８−９３６−６７８９  

 

（１３）嘱託歯科医  

医療機関の名称   医療法人幸歯会  宮城歯科クリニック  

医院長名   宮城  正彦  

所在地   沖縄県沖縄市山里 2-7-2 

電話番号   ０９８−９３３−６４７４  

 



 

 

（１４）緊急時における対応方法  

特定地域型保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利

用子どもの保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講

じます。  

 

【管轄する消防署】  

消防署名   ニライ消防本部  北谷消防署  

所在地   沖縄県中頭郡北谷町桑江 473-1 

電話番号   ０９８−９３６−３７２１  

 

【管轄する警察署】  

警察署名   沖縄警察署   

所在地   沖縄県沖縄市山内 2 丁目 4-20 

電話番号   ０９８−９３２ー０１１０  

 

（１５）非常災害対策  

防火管理者   久手堅  公毅  

消防計画届出年月日  令和３年４月１日  

避難訓練  火災、地震、自然災害等を想定した訓練を月１回実施します。  

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。  

避難場所  北谷町立北谷中学校  

緊急時の連絡手段  電話、専用メール（コドモン）、ホームページでの情報提供を行います。  

 

  



 

 

（１６）虐待の防止のための措置  

  当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとす

る。  

 

（１７）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  氏名：徳田  啓樹  役職：園長  

相談・苦情解決責任者  氏名：久手堅  公子   役職：代表理事  

第三者委員  

氏名：當間  豊  
090-9785-3862 

こどもの家保育園（園長）  

氏名：池原  芳雄  
090-8292-4076 

地域の有識者  

【要望・苦情等への対応方法】  

（１）  苦情の受付  

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。  

（２）  苦情受付の報告・確認  

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員  

（苦情申出人が第三者委員への報告を希望しない場合を除く）に報告いたし

ます。  

      第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知し

ます。  

（３）  苦情解決のための話し合い  

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。  

この段階での相談に納得いかない場合には、苦情申出人は、第三者委員の助

言や立ち合いを求めることができます。  

 なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次によります。  

  ア 第三者委員による苦情内容の確認  

  イ 第三者委員による解決案の調整、助言  

  ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認  

（４）  県「運営適正化委員会」の紹介  

以上の相談で解決できない苦情は、沖縄県社会福祉協議会に設置された運営

適正化委員会に申し立てることができます。  



 

 

（１８）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  賠償責任保険・障害総合保険  

保険の内容  
生産物賠償責任・施設所有管理者賠償責任  

怪我の治療や死亡等の保証  

保険金額  賠償責任保険 35,530 円・障害総合保険 134,620 円  

 

（１９）個人情報の取り扱い  

特定地域型保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘

密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはあり

ません。  

 

（２０）１連携施設   

連携施設の名称  北谷町立謝苅保育園  

連携施設の種類  公立保育所  

連携施設の住所  沖縄県中頭郡北谷町吉原２６−１  

連携協力の概要  

 保育内容の支援  

 代替保育の提供  

 卒園後の受け皿の設定  

 

（２０）２連携施設   

連携施設の名称  北谷町立上勢保育所  

連携施設の種類  公立保育所  

連携施設の住所  沖縄県中頭郡北谷町上勢頭６２２−１  

連携協力の概要  

 保育内容の支援  

 代替保育の提供  

 卒園後の受け皿の設定  

 

  



 

 

 

（２０）３連携施設   

連携施設の名称  北谷町立美浜保育所  

連携施設の種類  公立保育所  

連携施設の住所  沖縄県中頭郡北谷町美浜１丁目２−７  

連携協力の概要  

 保育内容の支援  

 代替保育の提供  

 卒園後の受け皿の設定  

 

 

 

 

別表１（特定教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２  

項目  金額  

保育認定子どもの延長保育に係る利用者負担  ３０分 １５０円  

（金額設定）１８時００分～１９時００分 ３０分１５０円  

 

項目  金額  

運動会  ￥   ７７０  

クリスマス会  ￥   ７７０  

卒園・修了式  ￥   ８８０  

卒園アルバム写真代  ￥   ８５０  

その他  ￥  ３３０  

年間合計額  ￥  ３ ,６００  


